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(57)【要約】
【課題】管状体のロック機構に関し、パイプ等の管状体
の挿入時の操作力を軽減し、管状体の連結時の操作性を
向上することを課題とする。
【解決手段】ロック部材(40)は、管状体(20)の挿入時に
管状体(20)のテーパー部(25)によって、ハウジング(30)
に対して外径方向に移動可能に取り付いている。ハウジ
ング(30)は、ロック部材(40)の先端側（例えば先端部41
側）に設けられた内径方向に屈曲した屈曲部（例えば第
一、第二屈曲部43,44）が通過し、ハウジング(30)に装
着された管状体(20)の係合部(26)と係合するべく形成さ
れたスリット（例えば第一、第二スリット61,62）を備
えている。屈曲部（例えば第一、第二屈曲部43,44）と
、ロック部材(40)の先端側（例えば先端部41側）とは逆
方向側に位置するスリット（例えば第一、第二スリット
61,62）の端部（例えば上側端部）との間には、少なく
ともロック部材(40)の移動中は当接しないようにする隙
間部(64)が設けられている。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　係合部を備えた管状体が少なくとも一端に装着される筒状のハウジングと、前記ハウジ
ングと前記管状体とを係合及び解除可能なロック部材とからなる管状体のロック機構であ
って、
　前記ロック部材は、前記管状体の挿入時に前記管状体のテーパー部によって、前記ハウ
ジングに対して外径方向に移動可能に取り付いており、
　前記ハウジングは、前記ロック部材の先端側に設けられた内径方向に屈曲した屈曲部が
通過し、前記ハウジングに装着された前記管状体の前記係合部と係合するべく形成された
スリットを備えており、
　前記屈曲部と、前記ロック部材の前記先端側とは逆方向側に位置する前記スリットの端
部との間には、少なくとも前記ロック部材の移動中は当接しないようにする隙間部が設け
られていることを特徴とする管状体のロック機構。
【請求項２】
　係合部を備えた管状体が少なくとも一端に装着される筒状のハウジングと、前記ハウジ
ングと前記管状体とを係合及び解除可能なロック部材とからなる管状体のロック機構であ
って、
　前記ロック部材は、前記ハウジングに対して外径方向に移動可能に取り付いており、
前記ハウジングは、前記ロック部材の先端側に設けられた内径方向に屈曲した屈曲部が通
過し、前記ハウジングに装着された前記管状体の前記係合部と係合するべく形成されたス
リットを備え、
　また、前記ハウジングは、少なくともロック解除時に、前記ロック部材が外径方向に移
動する際に、前記屈曲部を外側に拡げるためのガイド部を備え、前記ガイド部は前記スリ
ットの端部よりも前記ロック部材の先端側に備えられており、
　前記屈曲部と、前記ロック部材の前記先端側とは逆方向側に位置する前記スリットの端
部との間には、少なくとも前記ロック部材の移動中は当接しないようにする隙間部が設け
られていることを特徴とする管状体のロック機構。
【請求項３】
　前記ガイド部は、前記ロック部材が前記ハウジングに対して外径方向に移動する際、又
は外径方向への移動後位置から内径方向に移動する際、前記ロック部材の先端部が摺動可
能な前記ハウジングの外面から径方向外側に向けて延びる摺動斜面であることを特徴とす
る請求項２に記載の管状体のロック機構。
【請求項４】
　前記ロック部材が前記ハウジングに対して外径方向に移動する際に、移動途中から前記
先端部と前記摺動斜面が当接する請求項３に記載の管状体のロック機構。
【請求項５】
　前記ロック部材が、移動後に前記摺動斜面に設けられた保持部に保持されることを特徴
とする請求項３又は請求項４に記載の管状体のロック機構。
【請求項６】
　前記屈曲部は対向する位置に設けられる第一屈曲部及び第二屈曲部からなり、前記第一
屈曲部と前記第二屈曲部との間に第三屈曲部が設けられていることを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の管状体のロック機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、管状体のロック機構に関し、パイプ等の管状体の挿入時の操作力を軽減し
、管状体の連結時の操作性を向上することができるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パイプを挿入する際やパイプを解除する際は、ワイヤが上方に引き上がり、ワイ
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ヤが外径方向に移動することで、パイプの挿入又が解除が可能となるパイプのコネクタが
知られている。すなわち、ワイヤには、コネクタのスリットを通してコネクタの内部に突
出する屈曲部を設けてある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記した従来のコネクタでは、パイプのロック時やロック解除時に、ワイヤの
屈曲部がスリットの端に当たったり、当該端に当たった状態で摺り動くため、摩擦抵抗等
の要因で、プラグのロック時やロック解除時の操作力が高くなり、操作し難いといった問
題点があった。
　そこで、各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した従来の技術の有する問題点
に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、次の点にある。
【０００４】
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、次の点を目的とする。
　すなわち、請求項１に記載の発明は、ワイヤ等のロック部材と、ハウジングのスリット
との間に隙間部を設けることで、パイプ等の管状体の挿入時の操作力を軽減し、管状体の
連結時の操作性を向上することができるようにしたものである。
【０００５】
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、次の点を目的とする。
　すなわち、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明と同様に、ワイヤ等のロッ
ク部材と、ハウジングのスリットとの間に隙間部を設けることで、パイプ等の管状体の挿
入時の操作力を軽減し、管状体の連結時の操作性を向上することができるようにしたもの
である。
　これに加え、請求項２に記載の発明は、スリットの端部よりもワイヤ等のロック部材の
先端側に、ロック部材を外径方向に移動させるガイド部を設けることで、ロック解除時の
操作力を軽減し、管状体の連結状態の解除時の操作性を向上することができるようにした
ものである。
【０００６】
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、上記した請求項２に記載の発明の目的に加え、次の点を目的
とする。
　すなわち、請求項３に記載の発明は、ワイヤ等のロック部材の外径方向への移動時に摺
動斜面でロック部材の先端側を広げることができるので操作性が良く、又、内径方向への
移動時には、ロック部材をロック位置に誘導することができるようにしたものである。
【０００７】
（請求項４）
　請求項４に記載の発明は、上記した請求項３に記載の発明の目的に加え、次の点を目的
とする。
　すなわち、請求項４に記載の発明は、ワイヤ等のロック部材が摺動斜面に当たるまでの
助走部を設けることで、ロック部材の移動開始時の動きを軽くでき、パイプ等の管状体の
挿入時及び解除時の操作性を向上することができるようにしたものである。
【０００８】
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、上記した請求項３又は請求項４に記載の発明の目的に加え、
次の点を目的とする。
　すなわち、請求項５に記載の発明は、簡易な構成でロック部材を保持部、すなわち解除
位置での固定を可能とすることができるようにしたものである。
【０００９】
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（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、上記した請求項１～５のいずれか１項に記載の発明の目的に
加え、次の点を目的とする。
　すなわち、請求項６に記載の発明は、第一屈曲部、第二屈曲部及び第三屈曲部の三点で
パイプ等の管状体を保持でき、強固に保持することができるようにしたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した各目的を達成するためになされたも
のであり、各発明の特徴点を図面に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
　なお、カッコ内の符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術
的範囲を限定するものではない。
　また、図面番号も、発明の実施の形態において用いた図番を示し、本発明の技術的範囲
を限定するものではない。
【００１１】
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、次の点を特徴とする。
　第１に、管状体(20)のロック機構(10)は、例えば図１に示すように、次の構成からなる
。
　　　　（１）ハウジング(30)
　ハウジング(30)は、例えば図１及び図２に示すように、係合部(26)を備えた管状体(20)
が少なくとも一端に装着される筒状のものである。
　　　　（２）ロック部材(40)
　ロック部材(40)は、例えば図１及び図２に示すように、ハウジング(30)と管状体(20)と
を係合及び解除可能なものである。
【００１２】
　第２に、ロック部材(40)は、例えば図２及び図８～図１１に示すように、管状体(20)の
挿入時に管状体(20)のテーパー部(25)によって、ハウジング(30)に対して外径方向に移動
可能に取り付いている。
　第３に、ハウジング(30)は、例えば図２及び図８～図１１に示すように、ロック部材(4
0)の先端側（例えば先端部41側）に設けられた内径方向に屈曲した屈曲部（例えば第一、
第二屈曲部43,44）が通過し、ハウジング(30)に装着された管状体(20)の係合部(26)と係
合するべく形成されたスリット（例えば第一、第二スリット61,62）を備えている。
【００１３】
　第４に、屈曲部（例えば第一、第二屈曲部43,44）と、ロック部材(40)の先端側（例え
ば先端部41側）とは逆方向側に位置するスリット（例えば第一、第二スリット61,62）の
端部（例えば上側端部）との間には、例えば図９及び図１１に示すように、少なくともロ
ック部材(40)の移動中は当接しないようにする隙間部(64)が設けられている。
【００１４】
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、次の点を特徴とする。
　第１に、管状体(20)のロック機構(10)は、例えば図１に示すように、次の構成からなる
。
　　　　（１）ハウジング(30)
　ハウジング(30)は、例えば図１及び図２に示すように、係合部(26)を備えた管状体(20)
が少なくとも一端に装着される筒状のものである。
　　　　（２）ロック部材(40)
　ロック部材(40)は、例えば図１及び図２に示すように、ハウジング(30)と管状体(20)と
を係合及び解除可能なものである。
【００１５】
　第２に、ロック部材(40)は、例えば図２及び図８～図１１に示すように、ハウジング(3
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0)に対して外径方向に移動可能に取り付いている。
　第３に、ハウジング(30)は、例えば図２及び図８～図１１に示すように、ロック部材(4
0)の先端側（例えば先端部41側）に設けられた内径方向に屈曲した屈曲部（例えば第一、
第二屈曲部43,44）が通過し、ハウジング(30)に装着された管状体(20)の係合部(26)と係
合するべく形成されたスリット（例えば第一、第二スリット61,62）を備えている。
【００１６】
　第４に、また、ハウジング(30)は、例えば図８～図１１に示すように、少なくともロッ
ク解除時に、ロック部材(40)が外径方向に移動する際に、屈曲部（例えば第一、第二屈曲
部43,44）を外側に拡げるためのガイド部(70)を備えている。
　第５に、ガイド部(70)は、例えば図８～図１１に示すように、スリット（例えば第一、
第二スリット61,62）の端部よりもロック部材(40)の先端側（例えば先端部41側）に備え
られている。
【００１７】
　第６に、屈曲部（例えば第一、第二屈曲部43,44）と、ロック部材(40)の先端側（例え
ば先端部41側）とは逆方向側に位置するスリット（例えば第一、第二スリット61,62）の
端部（例えば上側端部）との間には、例えば図９及び図１１に示すように、少なくともロ
ック部材(40)の移動中は当接しないようにする隙間部(64)が設けられている。
【００１８】
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、上記した請求項２に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特
徴とする。
　すなわち、ガイド部(70)は、例えば図１７及び図１８に示すように、ロック部材(40)が
ハウジング(30)に対して外径方向に移動する際、又は外径方向への移動後位置から内径方
向に移動する際、ロック部材(40)の先端部(41)が摺動可能なハウジング(30)の外面から径
方向外側に向けて延びる摺動斜面(71)である。
【００１９】
（請求項４）
　請求項４に記載の発明は、上記した請求項３に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特
徴とする。
　すなわち、ロック部材(40)がハウジング(30)に対して外径方向に移動する際に、例えば
図１７に示すように、移動途中から先端部(41)と摺動斜面(71)が当接する。
【００２０】
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、上記した請求項３又は請求項４に記載の発明の特徴点に加え
、次の点を特徴とする。
　すなわち、ロック部材(40)が、例えば図１７及び図１８に示すように、移動後に摺動斜
面(71)に設けられた保持部(72)に保持される。
【００２１】
（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、上記した請求項１～５のいずれか１項に記載の発明の特徴点
に加え、次の点を特徴とする。
　すなわち、屈曲部は、例えば図８～図１１に示すように、対向する位置に設けられる第
一屈曲部(43)及び第二屈曲部(44)からなり、第一屈曲部(43)と第二屈曲部(44)との間に第
三屈曲部（例えば第一、第二屈曲部43,44）が設けられている。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
（請求項１）
　請求項１に記載の発明によれば、次のような効果を奏する。
　すなわち、請求項１に記載の発明によれば、ワイヤ等のロック部材と、ハウジングのス
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リットとの間に隙間部を設けることで、パイプ等の管状体の挿入時の操作力を軽減し、管
状体の連結時の操作性を向上することができる。
【００２３】
（請求項２）
　請求項２に記載の発明によれば、次のような効果を奏する。
　すなわち、請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明と同様に、ワイヤ等
のロック部材と、ハウジングのスリットとの間に隙間部を設けることで、パイプ等の管状
体の挿入時の操作力を軽減し、管状体の連結時の操作性を向上することができる。
　これに加え、請求項２に記載の発明によれば、スリットの端部よりもワイヤ等のロック
部材の先端側に、ロック部材を外径方向に移動させるガイド部を設けることで、ロック部
材の先端側を比較的に開かせることができ、ロック解除時の操作力を軽減し、管状体の連
結状態の解除時の操作性を向上することができる。すなわち、ロック部材の先端側を開か
せる場合には、当該ロック部材の長さの途中を開かせる場合よりも、操作力を低減できる
。
【００２４】
（請求項３）
　請求項３に記載の発明によれば、上記した請求項２に記載の発明の効果に加え、次のよ
うな効果を奏する。
　すなわち、請求項３に記載の発明によれば、ワイヤ等のロック部材の外径方向への移動
時に摺動斜面でロック部材の先端側を広げることができるので操作性が良く、又、内径方
向への移動時には、ロック部材をロック位置に誘導することができる。
【００２５】
（請求項４）
　請求項４に記載の発明によれば、上記した請求項３に記載の発明の効果に加え、次のよ
うな効果を奏する。
　すなわち、請求項４に記載の発明によれば、ワイヤ等のロック部材が摺動斜面に当たる
までの助走部を設けることで、ロック部材の移動開始時の動きを軽くでき、パイプ等の管
状体の挿入時及び解除時の操作性を向上することができる。すなわち、ロック部材の移動
開始時に、その先端部が摺動斜面に当接すると、ロック部材を外径方向に屈曲させる操作
力が徐々に増加する。これに対し、ロック部材の先端部を助走部に当接させた場合には、
移動開始時における操作力の増加が無く、操作性を向上できる利点がある。
【００２６】
（請求項５）
　請求項５に記載の発明によれば、上記した請求項３又は請求項４に記載の発明の効果に
加え、次のような効果を奏する。
　すなわち、請求項５に記載の発明によれば、簡易な構成でロック部材を保持部、すなわ
ち解除位置での固定を可能とすることができる。
【００２７】
（請求項６）
　請求項６に記載の発明によれば、上記した請求項１～５のいずれか１項に記載の発明の
効果に加え、次のような効果を奏する。
　すなわち、請求項６に記載の発明によれば、第一屈曲部、第二屈曲部及び第三屈曲部の
三点でパイプ等の管状体を保持でき、強固に保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】ロック機構の分解斜視図である。
【図２】ロック機構の分解断面図である。
【図３】管状体を挿入し、ロック部材によりロックした状態のハウジングの斜視図である
。
【図４】図３に対応し、ロック部材のロック状態において、ハウジングの側面図である。
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【図５】図３に対応し、ロック部材のロック状態において、ハウジングの平面図である。
【図６】図３に対応し、ロック部材のロック状態において、ハウジングの右側面図である
。
【図７】図５のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図８】ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの一部を切り欠いた斜視図で
ある。
【図９】図８に対応し、ロック部材のロック状態において、ハウジングの一部を切り欠い
た斜視図である。
【図１０】ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの一部を切り欠いた側面図
である。
【図１１】図１０に対応し、ロック部材のロック状態において、ハウジングの一部を切り
欠いた側面図である。
【図１２】図３に対応し、ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの斜視図で
ある。
【図１３】図４に対応し、ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの側面図で
ある。
【図１４】図５に対応し、ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの平面図で
ある。
【図１５】図６に対応し、ロック部材のロック解除状態において、ハウジングの右側面図
である。
【図１６】図１５のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図１７】ロック部材の先端部とガイド部との係合状態を説明するための説明図であり、
同図（ａ）はロック部材のロック状態であり、（ｂ）はロック解除状態に至る状態、（ｃ
）はロック解除状態である。
【図１８】図１７に対応し、ロック部材の先端部とガイド部との係合状態を説明するため
の説明図であり、同図（ａ）はロック部材のロック解除状態であり、（ｂ）はロック状態
に至る状態、（ｃ）はロック状態である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（ロック機構10）
　図１中、10は管状体20のロック機構であり、ロック機構10は、例えば自動車のターボダ
クトやインタークーラーの配管用コネクタとして使用できる。
　なお、ロック機構10の用途として、自動車のターボダクトやインタークーラーの配管を
例示したが、これに限定されず、ラジエータ等の水系にも使用できるばかりでなく、自動
車にも限定されず、列車、船舶、航空機のほか、住宅設備、農業灌水、工業用途にも使用
可能である。
【００３０】
　ロック機構10は、図１及び図２に示すように、大別すると、次のパーツを備える。
　なお、次の（１）～（４）について後述する。
　　　　（１）管状体20
　　　　（２）ハウジング30
　　　　（３）ロック部材40
　　　　（４）Ｏリング50
　なお、ロック機構10のパーツは、上記した（１）～（４）に限定されず、例えば「（４
）Ｏリング50」を省いてもよい。
【００３１】
（管状体20）
　管状体20は、図１及び図２に示すように、管状ないしはパイプ状に形成され、係合部26
を備えるものである。管状体20は、剛性を有する、例えば熱塑性合成樹脂で一体成形され
ている。
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　管状体20は、図２において、左右に貫通する中空部21を有し、左右の長さの途中に、外
径方向に環状に張り出したフランジ部22を有する。管状体20は、フランジ部22を挟んで、
向かって左側に位置し、ハウジング30と対向し、ハウジング30の後述する開口部31に挿入
可能な挿入部23と、反対側、すなわち向かって右側に位置し、図示しない、パイプ等を連
結する連結部24とを有する。
【００３２】
　挿入部23には、図２に示すように、大別すると、次の各部を有する。
　なお、次の（１）及び（２）については後述する。
　　　　（１）テーパー部25
　　　　（２）係合部26
　なお、挿入部23は、上記した（１）及び（２）に限定されない。
【００３３】
（テーパー部25）
　テーパー部25は、図２及び図８～図１１に示すように、挿入部23をハウジング30の後述
する開口部31に挿入した時に、当該開口部31内においてロック部材40に当接し、ロック部
材40をハウジング30に対して外径方向に移動、すなわち拡径させるためのものである。テ
ーパー部25は、挿入部23の全長方向の途中から、円錐台形形に隆起し、フランジ部22に向
かって徐々に外径を増加させている。
【００３４】
（係合部26）
　係合部26は、図２、図７及び図１６に示すように、テーパー部25とハウジング30との間
に位置し、ハウジング30の開口部31内において、ロック部材40の後述する屈曲部42がはま
り込み、管状体20の挿入部23をロックするためのものである。係合部26は、環状に凹んだ
凹状に形成され、テーパー部25により拡径されたロック部材40が、金属のバネ性により縮
径することではまり込む。
【００３５】
（ハウジング30）
　ハウジング30は、図１及び図２に示すように、係合部26を備えた管状体20が少なくとも
一端に装着される筒状のものである。ハウジング30は、剛性を有する、例えば熱塑性合成
樹脂で一体成形されている。
　ハウジング30には、図２において、左右に貫通する開口部31を有し、開口部31の内径は
、管状体20の挿入部23の外径以上に設定されている。開口部31内には、環状に凹んだリン
グ溝32を設け、リング溝32には後述するＯリング50がはめ込まれる。
【００３６】
　ハウジング30の外周には、図３及び図５に示すように、一対の治具用斜め溝33,34を設
けている。一対の治具用斜め溝33,34は、後述するスリット60の上側に位置する第３スリ
ット63の両側にそれぞれ位置する。
　各治具用斜め溝33,34は、第３スリット63側に向かって斜めに下り傾斜し、図示しない
が、治具の一例であるマイナスドライバーの先端部を斜めに差し込み可能となっている。
差し込まれたマイナスドライバーの先端部は、ハウジング30の外周と、ロック部材40との
間に差し込まれる。マイナスドライバーの先端部を差し込んだ状態で、梃子の原理を利用
して、ロック部材40をハウジング30の外径方向に浮上でき、これによりロック部材40のロ
ック状態が解除される。
【００３７】
　一対の治具用斜め溝33,34のうち、図１０及び図１１において、例えば向かって左側に
位置する治具用斜め溝33を使用して、ロック部材40を浮上させると、同じ方向に位置する
第一屈曲部43のロック状態が解除される。向かって右側に位置する治具用斜め溝34を使用
して、ロック部材40を浮上させると、同じ方向に位置する第二屈曲部44のロック状態が解
除される。
　そして、第一、第二屈曲部43,44のロック状態を共に解除させることで、ロック部材40
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の全体としてのロック状態が解除される。
　なお、治具用斜め溝33,34を、一対設けたが、これに限定されず、単数としてもよい。
【００３８】
　一方、ハウジング30には、図２に示すように、次の各部を設けている。
　なお、次の（１）及び（２）については後述する。
　　　　（１）スリット60
　　　　（２）ガイド部70
　なお、ハウジング30の各部は、上記した（１）及び（２）に限定されない。
【００３９】
（ロック部材40）
　ロック部材40は、図１及び図２に示すように、ハウジング30と管状体20とを係合及び解
除可能なものである。そして、ロック部材40は、図２及び図８～図１１に示すように、管
状体20の挿入時に管状体20のテーパー部25によって、ハウジング30に対して外径方向に移
動可能に取り付いている。
　具体的には、ロック部材40は、金属製のワイヤないしは線材から構成され、当該ワイヤ
を、図８～図１１において、下方が開いた概略Ｃ字形に屈曲して形成され、バネ性を持た
せている。ロック部材40は、概略Ｃ字形の内径をハウジング30の外径以下に設定し、バネ
性を利用して、ハウジング30の外周に外側からはめ込まれ、バネの弾性復元力によりハウ
ジング30の外周を締め付けている。
　なお、ロック部材40は、金属製のワイヤないしは線材から構成したが、これに限定され
ず、金属製の板材を屈曲し、バネ性を持たせてもよい。
【００４０】
　ロック部材40は、図８～図１１に示すように、次の各部が設けられている。
　なお、次の（１）及び（２）について後述する。
　　　　（１）先端部41
　　　　（２）屈曲部42
　なお、ロック部材40の各部は、上記した（１）及び（２）に限定されない。
【００４１】
（Ｏリング50）
　Ｏリング50は、図２に示すように、ハウジング30の開口部31内に設けられたリング溝32
にはめ込まれ、開口部31内に一部突出する。Ｏリング50は、ゴム製で、図７及び図１６に
示すように、開口部31に挿入された管状体20の挿入部23の外周面に弾性的に当接し、開口
部31の内周面と挿入部23の外周面との間をシールする。
　なお、Ｏリング50を１個使用したが、複数個使用してもよい。
【００４２】
（先端部41）
　ロック部材40の先端部41は、図８～図１１に示すように、下方が開いた概略Ｃ字形の互
いに離れた一対の自由端部、すなわち左右の下端部にそれぞれ位置する。先端部41は、図
８及び図９に示すように、ハウジング30の円周方向から全長方向に略Ｌ字形に折れ曲がり
、ハウジング30の後述するガイド部70に係合する。
【００４３】
（屈曲部42）
　ロック部材40の屈曲部42は、図８～図１１に示すように、内径方向に屈曲した箇所であ
り、複数、例えば３箇所に設けられている。屈曲部42は、ハウジング30の内外に貫通する
後述するスリット60を通過して、ハウジング30の開口部31内に突出可能であり、突出した
状態において、図７及び図１６に示すように、管状体20の係合部26と係合するべく形成さ
れている。
【００４４】
　屈曲部42は、図８～図１１に示すように、次の各部を備えている。
　なお、屈曲部42として、第一～第三屈曲部43～45の３個を例示したが、これに限定され
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ず、第三屈曲部45を省き、２個としてもよいし、或いは４個以上としてもよい。
　　　　（１）第一、第二屈曲部43,44
　第一、第二屈曲部43,44は、図８～図１１に示すように、ロック部材40の先端側、すな
わち先端部41側に設けられ、内径方向に屈曲している。第一、第二屈曲部43,44は、ハウ
ジング30の内外に貫通する後述する第一、第二スリット61,62をそれぞれ通過して、ハウ
ジング30の開口部31内に突出可能であり、突出した状態において、管状体20の係合部26と
係合するべく形成されている。
　具体的には、第一、第二屈曲部43,44は、略Ｖ字形ないしは山形に屈曲し、先端部41の
上側に連続して形成され、左右に線対称に計２個設けられている。なお、第一、第二屈曲
部43,44を、略Ｖ字形ないしは山形に屈曲したが、これに限定されず、例えば略Ｕ字形に
屈曲してもよい。
【００４５】
　　　　（２）第三屈曲部45
　第三屈曲部45は、図８～図１１に示すように、第一、第二屈曲部43,44の間に設けられ
、内径方向に屈曲している。第三屈曲部45は、ハウジング30の内外に貫通する後述する第
三スリット63を通過して、ハウジング30の開口部31内に突出可能であり、突出した状態に
おいて、図７及び図１６に示すように、管状体20の係合部26と係合するべく形成されてい
る。
　具体的には、第三屈曲部45は、略Ｕ字形に屈曲し、第一、第二屈曲部43,44の中間、す
なわち上側に１個設けられている。第三屈曲部45は、略Ｕ字形に屈曲したが、これに限定
されず、例えば略Ｖ字形ないしは山形に屈曲してもよい。
【００４６】
（スリット60）
　スリット60は、図８～図１１に示すように、ロック部材40の第一～第三屈曲部43～45が
通過し、ハウジング30に装着された管状体20の係合部26と係合するべく形成されたもので
ある。スリット60は、ハウジング30の外周から開口部31に向かって溝状に内外に貫通し、
ハウジング30の円周方向に沿って複数個、例えば３個形成されている。
【００４７】
　スリット60は、図８～図１１に示すように、次の各部を備えている。なお、スリット60
の各部として、次の（１）～（４）を例示したが、これに限定されない。例えば、スリッ
ト60として、第一～第３スリット61～63の３個を例示したが、これに限定されず、ロック
部材40の第三屈曲部45を省き、２個としてもよいし、或いはロック部材40の屈曲部42を４
個以上設け、４個以上としてもよい。
【００４８】
　　　　（１）第一スリット61
　第一スリット61は、図１０及び図１１において、向かって左側に位置し、ロック部材40
の同じ方向に位置する第一屈曲部43が通過可能なものである。
　　　　（２）第二スリット62
　第二スリット62は、図１０及び図１１において、向かって右側に位置し、ロック部材40
の同じ方向に位置する第二屈曲部44が通過可能なものである。
　　　　（３）第三スリット63
　第三スリット63は、図１０及び図１１において、上方の中央に位置し、ロック部材40の
長さの途中、すなわち上方の中央に位置する第三屈曲部45が通過可能なものである。
【００４９】
　　　　（４）隙間部64
　隙間部64は、図９及び図１１に示すように、ロック部材40の屈曲部42（左右の第一、第
二屈曲部43,44）と、ロック部材40の先端側、すなわち先端部41側とは逆方向側に位置す
るスリット60（左右の第一、第二スリット61,62）の端部（上側端部）との間に位置し、
少なくともロック部材40の移動中は当接しないようにするものである。
　具体的には、隙間部64は、片側を例に挙げて説明すると、第一スリット61の上端部を、
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ハウジング30の円周方向の上方に向かって延長することで形成している。
【００５０】
　ロック部材40の第一屈曲部43は、図９及び図１１に示すように、内径方向に縮径し、第
一スリット61を通過してハウジング30の開口部31内に突出した状態から、図８及び図１０
に示すように、外径方向に拡径した状態に移動する際に、隙間部64内を移動し、第一スリ
ット61の上端部の縁部に当接しない。
　このため、第一スリット61の上端部の縁部に接触しながら、外径方向に拡径する場合と
比較し、摩擦抵抗を無くすことができ、ロック部材40を拡径させるための操作力を低減で
きる。
【００５１】
（ガイド部70）
　ガイド部70は、図８～図１１に示すように、少なくともロック解除時に、ロック部材40
が外径方向に移動する際に、その屈曲部42、すなわち第一、第二屈曲部43,44を外側に拡
げるためのものである。
　ガイド部70は、スリット60、すなわち第一、第二スリット61,62の端部よりもロック部
材40の先端側、すなわち先端部41側、具体的には、ハウジング30の周方向であって、下側
に備えられ、左右に計２個設けられている。
【００５２】
　各ガイド部70は、図８～図１１に示すように、ロック部材40の略Ｌ字形に屈曲した先端
部41に係合するものであり、ロック部材40が縮径及び拡径する際に、その先端部41の軌跡
に沿って、すなわちハウジング30の周方向に延びている。各ガイド部70は、ハウジング30
の外周面から外径方向に突出し、側面が大小２個のこぶ状に形成されている。
【００５３】
　ガイド部70には、図１７及び図１８に示すように、次の各部を設けている。なお、ガイ
ド部70の各部は、次の（１）～（３）に限定されない。
　　　　（１）摺動斜面71
　摺動斜面71は、図１７に示すように、ロック部材40がハウジング30に対して外径方向に
移動する際、又は、図１８に示すように、外径方向への移動後位置から内径方向に移動す
る際、ロック部材40の先端部41が摺動可能なハウジング30の外面から径方向外側に向けて
延びるものである。摺動斜面71は、大小２個のこぶのうち、小さなこぶに至る斜面から構
成されている。
【００５４】
　　　　（２）保持部72
　保持部72は、図１７に示すように、ロック部材40の先端部41が移動後に摺動斜面71に設
けられたものであり、先端部41を保持するものである。保持部72は、大小２個のこぶの間
に凹状に形成され、ロック部材40の先端部41がはまり込むものである。
【００５５】
　　　　（３）助走部73
　助走部73は、ロック部材40がハウジング30に対して外径方向に移動する際に、図１７に
示すように、移動途中からロック部材40の先端部41と摺動斜面71が当接するようにするも
のである。助走部73は、ハウジング30の外周面に沿って湾曲し、摺動斜面71に至る部分で
ある。
【００５６】
（ハウジング30に対する管状体20の連結方法）
　つぎに、ハウジング30に対する管状体20の連結方法について説明する。
　ハウジング30の外周には、図１及び図２に示すように、ロック部材40がはめ込まれ、そ
の第一～第三屈曲部43～45がハウジング30の第一～第二スリット61～63をそれぞれ通過し
、ハウジング30の開口部31内に突出している。
【００５７】
　管状体20は、図３～７に示すように、その挿入部23をハウジング30の開口部31に合わせ
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て挿入することで、ハウジング30に対して連結することができる。
　すなわち、挿入部23を挿入すると、そのテーパー部25が、開口部31内に突出する第一～
第三屈曲部43～45に当接する。
　このため、第一～第三屈曲部43～45がテーパー部25に押されて、ロック部材40が外径方
向に拡径される。このとき、ロック部材40の先端部41が、図１７（ａ）に示すように、ハ
ウジング30の助走部73に接しながら摺り動く。または、助走部73を摺らずに浮いた状態で
動いてもよい。
　ロック部材40が外径方向に更に拡径されると、ロック部材40の先端部41が、ガイド部70
の助走部73から摺動斜面71に至り、図１７（ｂ）に示すように、摺動斜面71に接しながら
摺り動き、摺動斜面71を登る。
【００５８】
　一方、第一～第三屈曲部43～45がテーパー部25を乗り越え、凹状の係合部26に落ち込み
、このとき、ロック部材40がバネの復元力により内径方向に縮径し、第一～第三屈曲部43
～45が係合部26にはまり込み、管状体20の挿入部23がハウジング30の開口部31から抜けな
くなり、連結状態にロックされる。
　ロック部材40が縮径される際に、バネの復元力により内径方向に急速に縮径することか
ら、その先端部41が、ハウジング30の摺動斜面71から一瞬浮上してから、摺動斜面71に当
たって着地し、当該摺動斜面71に接しながら摺り動く。その後、ロック部材40の先端部41
は、摺動斜面71を下って、助走部73に至り、当該助走部73に接しながら摺り動く。
【００５９】
（管状体20の連結状態の解除方法）
　つぎに、連結状態の管状体20を取り外す方法について説明する。
　ハウジング30の一対の治具用斜め溝33,34に、図示しないが、治具の一例であるマイナ
スドライバーの先端部をそれぞれ差し込み、梃子の原理を利用してロック部材40をハウジ
ング30の外径方向に浮上、すなわち図８及び図１０に示すように、上昇させると、ロック
状態が解除される。
【００６０】
　すなわち、ロック部材40を上昇させると、その先端部41が、図１７（ａ）及び（ｂ）に
示すように、ガイド部70の助走部73から摺動斜面71に至り、当該摺動斜面71に接しながら
摺り動き、摺動斜面71を登る。そして、ロック部材40を更に上昇させると、その先端部41
が、図１７（ｃ）に示すように、摺動斜面71の乗り越え、凹状の保持部72に落ち込む。こ
のとき、ロック部材40がバネの復元力により内径方向に縮径し、ロック部材40の先端部41
が保持部72にはまり込み、ガイド部70によりロック部材40がロックされる。
【００６１】
　一方、ガイド部70がハウジング30の外径方向に張り出していることから、ロック部材40
の先端部41が摺動斜面71に接しながら摺り動くことにより、ロック部材40が外径方向に拡
径される。このため、ロック部材40の第一～第三屈曲部43～45が管状体20の係合部26から
浮上し、当該管状体20とハウジング30との間のロック状態が解除される。
　このとき、第一、第二屈曲部43,44は、第一、第二スリット61,62の隙間部64内を移動す
ることで、摩擦抵抗が無く、ロック部材40を拡径させるための操作力を低減できる。
　また、ロック部材40の第一～第三屈曲部43～45が管状体20の係合部26から浮上すること
から、管状体20の挿入部23をハウジング30の開口部31から抜き取ることができる。
【００６２】
　再度、管状体20を連結する際には、図７及び図１０に示すように、上昇したロック部材
40の中央部を下方に押し込み、ロック部材40を下降させればよい。
　ロック部材40を下降させると、図１８に示すように、その先端部41がガイド部70の保持
部72から抜け出し、ガイド部70によるロック部材40のロック状態が解除される。
【００６３】
　すなわち、ロック部材40を下降させると、図１８（ａ）に示すように、その先端部41が
、保持部72と摺動斜面71との間の山を乗り越えることから、その際にロック部材40が外径
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方向に一旦、拡径される。
　ロック部材40の先端部41が、保持部72を乗り越えると、バネの復元力によりロック部材
40が内径方向に急速に縮径する。このため、ロック部材40の先端部41が、図１８（ｂ）に
示すように、摺動斜面71から一瞬浮上してから、摺動斜面71に当たって着地し、当該摺動
斜面71に接しながら摺り動く。
【００６４】
　その後、ロック部材40の内径方向に徐々に縮径し、その先端部41が、図１８（ｂ）及び
（ｃ）に示すように、摺動斜面71を下って、助走部73に至り、当該助走部73に接しながら
摺り動く。
　ロック部材40が内径方向に縮径することから、その第一～第三屈曲部43～45がハウジン
グ30の第一～第二スリット61～63をそれぞれ通過し、図９及び図１１に示すように、ハウ
ジング30の開口部31内に再度、突出し、管状体20を連結可能な状態に復帰する。
【符号の説明】
【００６５】
　10　ロック機構　　　　20　管状体
　21　中空部　　　　　　22　フランジ部
　23　挿入部　　　　　　24　連結部
　25　テーパー部　　　　26　係合部
　30　ハウジング　　　　31　開口部
　32　リング溝　　　　　33,34  治具用斜め溝
　40　ロック部材　　　　41　先端部
　42　屈曲部　　　　　　43　第１屈曲部
　44　第２屈曲部　　　　45　第３屈曲部
　50　Ｏリング　　　　　60　スリット
　61　第１スリット　　　62　第２スリット
　63　第３スリット　　　64　隙間部
　70　ガイド部　　　　　71　摺動斜面
　72　保持部　　　　　　73　助走部
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【図７】 【図８】



(16) JP 2017-207170 A 2017.11.24
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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